
令和５年度

 八潮市国民健康保険特別会計補正予算（案）

資料１



(1) 歳入

単位：千円

(2) 歳出

単位：千円

8,365 

歳 出 合 計 8,500,622 △ 20,704 8,479,918 

9 予備費 67,497 △ 59,132 

1 

8 諸支出金 27,120 38,428 65,548 

7 公債費 1 0 

110,356 

6 基金積立金 170,001 0 170,001 

5 保健事業費 110,356 0 

4 共同事業拠出金 1 0 1 

3 国民健康保険事業費納付金 2,345,913 0 2,345,913 

2 保険給付費 5,542,613 0 

1 総務費 237,120 0 237,120 

5,542,613 

款
補正前 補正後

予算額 予算額

8,500,622 

補正額

272,070 

24,505 

8,479,918 歳 入 合 計

811,567 

1 

832,271 

5,546,772 

△ 20,704 

1,824,500 

1 

501 

△ 20,704 

0 

0 

0 

0 

0 

24,505 

補正後

予算額
補正額

1 国民健康保険税

2 使用料及び手数料

3 国庫支出金

0 

0 

0 

1,824,500 

1 

501 

款
予算額

補正前

1 

1 

4 県支出金

9 諸収入

272,070 

5,546,772 

1 5 財産収入

6 寄附金

8 繰越金

7 繰入金

１ 予算総括表
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単位：千円

　軽減世帯数の減少に伴う、繰入金の減

〔内訳〕

国1/2、県1/4、市1/4

県3/4、市1/4

注１：保険者支援分…保険税が軽減された現年度の一般被保険者数に応じ、現年度の

　　　　　　　　　　平均保険税に補助率を乗じた額を公費で補てんするもの

注２：保険税軽減分…保険税の軽減（7割・5割・2割）相当額を公費で補てんするもの

　対象者数の減に伴う、繰入金の減

〔内訳〕

国1/2、県1/4、市1/4

国1/2、県1/4、市1/4

注１：医療給付費分…医療給付費分保険料の軽減相当額を公費で補填するもの

注２：後期高齢者支援金等分…後期高齢者支援金等分の軽減相当額を公費で補てんするもの

　制度の開始に伴う、繰入金の増

〔内訳〕

国1/2、県1/4、市1/4

国1/2、県1/4、市1/4

国1/2、県1/4、市1/5

注１：医療給付費分…医療給付費分保険料の軽減相当額を公費で補填するもの

注２：後期高齢者支援金等分…後期高齢者支援金等分の軽減相当額を公費で補てんするもの

注３：介護納付金分…介護納付金分の軽減相当額を公費で補てんするもの

③ 介護納付金分 0 6 6 

計 0 231 231 うち市負担分：58千円

公費負担割合

① 医療費給付分 0 167 167 

② 後期高齢者支援金等分 0 58 58 

未就学児にかかる均等割保険料の確定に伴う繰入金の減

2,300 △ 245 2,055 

計 7,252 △ 774 6,478 うち市負担分：1,621千円

補正前予算額 補正額 補正後予算額 公費負担割合

4,952 △ 529 4,423 

② 後期高齢者支援金等分

区　分

① 医療費給付分

6 産前産後保険料繰入金 0 231 231 令和6年1月1日施行の産前産後保険料免除制度の開始に伴う繰入金の増

区　分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

説　　　　　明
款 目 補正前予算額 補正額 補正後予算額

一般会計繰入金 832,271 △ 20,704 811,567 

保険基盤安定繰入金 336,003 △ 20,161 315,842 1

計 8,500,622 △ 20,704 8,479,918 

6,478 

保険基盤安定繰入金の確定に伴う繰入金の減

区　分 補正前予算額 補正額 補正後予算額 公費負担割合

うち市負担分：78,961千円

148,592 △ 13,568 135,024 

187,411 △ 6,593 180,818 

計 336,003 △ 20,161 315,842 

① 保険者支援分

② 保険税軽減分

科目名 予算額

2 未就学児均等割保険料繰入金 7,252 △ 774 

7 繰入金

２ 歳 入
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単位：千円

保険給付費等交付金（普通交付金）の精算に伴う、返還金の増

〔内訳〕 単位：円

令和３年度及び令和４年度に収入した県からの補助金の精算に伴う、返還金の増

〔内訳〕 単位：円

※ヘルスアップ事業とは、特定健診未受診者対策、特定保健指導未利用者対策、糖尿病性

　腎症重症化予防対策事業に係る費用について、10/10で交付される（上限あり）交付金で、

　特別調整交付金と保険者努力支援交付金の二つに分けて（４：１）交付される。

　本補正予算については、糖尿病性腎症重症化予防対策事業に係る費用が交付金申請時より、

　減額したことにより、受入額を返還するもの。

　※糖尿病性腎症重症化予防対策事業とは、県、市町村、埼玉県国民健康保険団体連合会

　　との共同で、生活習慣病重症化を予防するための事業について、費用負担するもの。

　　具体的には、糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・受診中断者を医療に結び

　　つけるとともに、糖尿病性腎症で通院する患者のうち、重症化するリスクの高い者

　　に対して保健指導を行い、人工透析への移行を予防する。

 令和4年度 5,106,291,713     5,077,187,004     29,104,709 

説　　　　　明

 令和３年度特別調整交付金（新型コロナウイル
ス感染症に係る保険税減免分）

5,275,000   5,079,000   196,000 

 令和４年度特別調整交付金（ヘルスアップ事
業）

1,673,000   1,426,000   247,000 

 令和４年度保険者努力支援交付金（ヘルスアッ
プ事業）

6,692,000   5,704,000   988,000 

確 定 額 返 還 額

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ

 令和3年度 5,319,682,657     5,317,823,455     1,859,202 

 令和2年度 5,137,344,155     5,136,730,219     613,936 

款 目 補正前予算額 補正額 補正後予算額

8,365 

67,497 △ 59,132 8,365 

9 予備費 67,497 △ 59,132 

予備費28

区　　　　分
受 入 額

返還金の増に伴う予備費の減

保険給付費等交付金
（普通交付金）

 令和元年度

 平成30年度

5,353,366,032     

5,545,228,102     5,541,610,893     

5,351,564,943     

受 入 額

Ａ Ｂ

確 定 額 返 還 額

Ａ－Ｂ

1,801,089 

3,617,209 

 返還額計 36,996,145 

補正後予算額

42,146       

補正前予算額 補正額

38,428 3,718      

8,479,918 計 8,500,622 △ 20,704 

予備費

8 諸支出金 27,120 38,428 65,548 

22 償還金、利子及び割引料 3,718 38,428 42,146 

科目名 予算額

償還金

３ 歳 出
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